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入 札 に よ る 

売 払 い 方 法 

 事前に参加を申込まれた入札参加者に入札書を提出していた

だき、公社が定めた予定価格以上の入札書のうち、最高額の入

札書を提出した方を落札者（買受け予定者）として決定する方

法です。 
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入札による売払いの概要 

 

 １ 入札対象財産 

   売払う入札対象財産は以下のとおりです。詳細については、この応募要領の物

件調書をご覧ください。 

入札番号 入札対象財産 地目 面積（㎡） 参考価格（円） 

1 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 1 宅地 757 59 

49,200,000 
伊豆の国市田京字福間沢 80 番 3 宅地 267 49 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 4 宅地 281 74 

合  計 1,306 82 

  （注）伊豆の国市田京字福間沢 80 番 1、伊豆の国市田京字福間沢 80 番 3 及び伊

豆の国市田京字福間沢 80 番 4 は、まとめて入札します。 

     参考価格は、入札金額の目安として、周辺の地価公示価格や取引価格等を

参考に算出したもので、入札による売却予定価格を示したものではありませ

ん。 

 

 ２ 入札参加資格者 

   原則として、どなたでも参加できます。ただし、入札に参加できない場合もあ

りますので、詳しくは、この応募要領の「入札参加心得書」第 3（入札参加資格）

をご覧ください。 

 

 ３ 入札参加申込書の受付期間、場所等 

   入札参加申込書の提出がない場合は入札に参加できませんので、ご注意くださ

い。なお、申し込みに当たっては、この応募要領の入札参加申込書の様式を使用

してください。（コピーも可） 

  (1) 受付期間 

   平成 23 年 8 月 22 日（月）から平成 23 年 9 月 30 日（金）までの午前 9 時

から午後 5 時まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く) 

(2) 受付場所 

   静岡県道路公社総務部総務課（静岡中央ビル 10 階） 

   〒420-0853 静岡市葵区追手町 9 番 18 号(TEL 054-254-3421) 

(3) 受付方法 

   持参又は郵送により提出してください。（ファクシミリ、電子メールによる

受付は行いません） 

   郵送による提出の場合は、必ず書留郵便で、受付期間内に受付場所に到着

するよう提出してください。 

         ※郵送の場合、余裕を持って申し込んでください。事故等で届かない場合

も考えられますので、締切前に必ず届いたかどうか確認の電話を入れてく

ださい。 
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４ 現地説明会 

   入札対象財産の所在地において、以下のとおり説明会を開催しますので、でき

る限り出席してください。 

入札番号 入札対象財産 説明会の日時 

1 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 1 
平成 23 年 9 月 15 日（木） 

午前 11 時、午後 2 時 
伊豆の国市田京字福間沢 80 番 3 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 4 

 

 ５ 入札日時等 

   入札に参加できるのは、事前に入札参加申込書を提出した方のみとなりますの

で、ご注意ください。

入札番号 

なお、入札参加手続の詳細については、この応募要領の「入

札参加心得書」をご覧ください。 

  (1) 入札執行の日時及び場所 

日  時 場   所 

1 
平成 23 年 10 月 14 日（金） 

午後 2 時 

静岡市葵区追手町 9 番 18 号（静岡中央ビル 10階）

静岡県道路公社 101 会議室 

   （注）入札執行の日時及び場所をお間違えないように、入札番号と入札対象財

産をご確認ください。 

    (2) 入札方法 

     本人又はその代理人が、入札書を提出してください。なお、入札書はこの

応募要領の入札書の様式を使用してください。 

    (3) 入札保証金 

     入札参加を希望する方は、下記金額を、現金（銀行等の金融機関が振り出

し又は支払保証をした小切手を含む）により、下記受付日時に入札執行場所

に納めてください。 

     なお、入札保証金は、落札者以外の方には、入札終了後返還します。 

入札番号 金 額（円） 受 付 日 時 

1 300,000 平成 23 年 10 月 14 日（金）午後 1 時から午後 1 時 45 分まで 

(4) 入札の無効事由 

    入札の無効事由に該当しないよう、ご注意ください。なお、詳細は入札参加

心得書第 9（入札の無効）をご覧ください。 

 

 ６ 落札者と契約手続き 

   契約手続きの詳細については、入札終了後落札者に個別に説明を行います。 

  (1) 契約書提出等 

     落札してから 14 日以内（土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日

を含む）に、公社が定める契約書及び承諾書（この応募要領に添付した静岡

県道路公社所有財産売買契約書及び承諾書を参照）を提出していただくとと
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もに、契約保証金として落札価格の 10％以上の金額を支払っていただきます。 

     ただし、契約書の提出についてはやむを得ない理由があると公社が認めた

場合は、その期間を延長することができます。 

    (2) 売買代金の支払い 

     契約締結から 30 日以内に、売買代金を支払っていただきます。 

     ただし、やむを得ない理由があると公社が認めた場合は、その期間を延長

することができます。 

(3) 契約保証金及び売買代金の振込手数料 

振込手数料については、落札者の負担となります。 

 

 ７ 所有権移転登記手続き等 

   売買代金支払後、公社が所有権移転登記手続きを行います。なお、不動産登録

免許税及び所有権移転後の公租公課は落札者の負担となります。 

 

 ８ 用途の制限 

   落札者は買受けた財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭

和 23 年法律第 122 号）第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定す

る性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及び暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団

の事務所及び無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律

第 147 号）第 5 条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用途で使用するこ

とはできないので、ご注意ください。 

 

 ９ 入札不調財産の売払い 

   入札を実施しても落札者がなかった財産等については、予定価格（落札者が契

約を締結しなかった入札対象財産については落札価格）以上の見積金額を最初に

提示した方に、当該財産の売払いを行います。 

   なお、詳細については総務部総務課にお問い合わせください。 

  (1) 対象財産 

    ① 入札に付したが入札者がない入札対象財産 

    ② 入札を実施しても落札者がなかった入札対象財産 

       ③ 落札者が契約を締結しなかった入札対象財産（売買代金未払いにより契

約を解除された場合を含む） 

  (2) 参加資格 

     入札参加資格のある方であれば、どなたでも参加できます。 

     （入札に参加しなかった方も参加できます） 

   (3) 受付方法 

     この応募要領の見積書に必要事項を記入の上、持参又は郵送により提出し

てください。（ファクシミリ、電子メールによる受付は行いません） 

    (4) 受付期間 
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     入札実施日の翌日から平成 24 年 3 月 1 日（木）まで 

    (5) 売払いの決定方法 

     入札対象財産の予定価格（落札者が契約を締結しなかった場合については

落札価格）以上の見積金額を最初に提示した方（受付順）を売払い相手とし

ます。 

    (6) その他 

     契約手続き等については、入札の項目を参照してください。 

 

10 入札等についてのお問合せ 

この入札及び物件についての問い合わせは、総務部総務課へお問い合わせくだ

さい。 

   お問い合わせ電話番号 054-254-3421（代表） 
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入 札 参 加 心 得 書 

 

 

（趣旨） 

第１ この心得書には、一般競争入札による静岡県道路公社（以下「公社」という。）

所有地の売払いに参加する希望者が守らなければならない事項を定めます。 

 

（入札参加者の責務） 

第２ 一般競争入札による公社所有地の売払いに参加を希望する者（以下「入札参加

希望者」という。）は、この入札参加心得書のほか、一般競争入札による公社所

有地の売払い応募要領（以下「応募要領」という。）の記載事項及び現地等を熟

知のうえ入札に参加してください。 

 

（入札参加資格） 

第３ 次に掲げる者は入札に参加することができません。 

  (1) 公社の役職員とその家族 

  (2) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得な

い者 

   (3) 次の各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者及びその者を代

理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

    ア 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正な利益を得るために連合した者 

   イ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた

者 

   ウ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

   エ ア、イ又はウに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を契約の履行

に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 (4) 買い受けた公社所有地を、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律

（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に

規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及び暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定

する暴力団の事務所及び無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平

成 11 年法律第 147 号）第 5 条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用

に供しようとする者 

   (5) 入札参加申込書を公社が指定する期日までに提出しなかった者 

    

（入札参加申込） 

第４ 入札参加希望者は、公社が指定する日までに、次の各号に掲げる書類を、総務

部総務課に提出してください。なお、指定した日までに必要な書類を提出しなか
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った者は、入札に参加することができません。 

(1) 入札参加申込書 

   (2) 住民票（外国人の場合は外国人登録済証明書、法人（会社）の場合は法人（商

業）登記簿謄本） 

 ２ 郵送による申込は、書留郵便で行い、指定した日までに総務部総務課に到着す

るよう送付してください。 

 ３ ファクシミリ及び電子メールによる入札参加申込書及び関係書類の提出は認

めません。 

 

（現地説明会） 

第５ 入札対象物件の内容を熟知してもらうため、指定する日時に、現地説明会を行

いますので、できる限り出席してください。 

 ２ 現地説明会では、応募要領に添付した物件調書に基づき、物件の状況を説明し

ます。 

 ３ 現地説明会の当日において、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、説

明会を延期し、又は取り止めることがあります。 

 

（入札時の持参書類等） 

第６ 入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、次の各号に掲げる書類

を入札参加日に持参してください。 

   (1) 入札書（応募要領に添付した入札書の様式を使用してください） 

   (2) 封筒（外から中身が確認できるものは使用できません） 

   (3) 入札保証金（この入札参加心得書第 7 に定める金額） 

   (4) 委任状（代理人が入札を行う場合にのみ必要となります） 

   (5) 印鑑（本人の場合は本人の印鑑、代理人が入札を行う場合は代理人の印鑑を

持参してください） 

２ 代理人が入札を行う場合は、入札開始前に必ず委任状を提出してください。た

だし、1 人で 2 人以上の代理人を兼ねることはできません。 

 

（入札保証金） 

第７ 入札参加者は、入札保証金として、30 万円を現金（銀行等の金融機関が振り出

し又は支払保証をした小切手を含む）により納めてください。 

 ２ 入札参加者は、入札開始 15 分前までに、入札保証金を納めてください。 

 ３ 入札保証金を納めた日からその返還を受ける日までの期間について、入札参加

者は利息の支払いを請求することができません。 

 

（入札書） 

第８ 入札書には入札参加者の住所、氏名（法人の場合は所在地、名称及び代表者名）

を記入のうえ、押印してください。 

 ２ 記入に当たっては黒インクの万年筆又はボールペンを使用してください。 
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 ３ 金額には算用数字を使用し、最初の数字の前に「金」又は「￥」の文字を記入

してください。 

 ４ 代理人が入札する場合は、入札書に入札参加者の住所・氏名を記入するととも

に（押印は不要）、代理人の氏名を記入し押印してください。 

５ 入札書は封筒に入れ、封かんし、入札参加者の住所・氏名（代理人の場合は代

理人の氏名も併記）を封筒に表記し、公社の担当者の指示に従い、入札会場に設

置された入札箱に投入してください。 

 ６ 投入した入札書の書替え、引換え又は撤回をすることはできません。 

 

（入札の無効） 

第９ 次の各号の一に該当する者が行った入札は、無効とします。 

 ( 1) 入札参加資格のない者 

  ( 2) 入札保証金が所定の額に満たない者 

  ( 3) 金額その他の事項につき確認できない記載をした者 

  ( 4) 談合その他不正行為を行ったと認められる者 

  ( 5) 入札対象物件 1 件につき 2 人以上の入札をした者 

  ( 6) 自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者 

  ( 7) 入札対象物件 1 件につき 2 人以上の代理人となって入札をした者 

  ( 8) 入札参加者又は代理人の記名押印のない入札をした者 

  ( 9) 鉛筆書きの入札をした者 

  (10) 金額を訂正した入札をした者 

  (11) 指定した日時、場所に入札をしなかった者 

  (12) 郵送、ファクシミリ又は電子メールにより入札をした者 

  (13) 担当職員の指示に従わず入札した者 

  (14) 委任状がなく入札参加者の代理人として入札した者 

  (15) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反した入札をした者 

 

（開札） 

第 10 開札は入札参加者の面前で入札終了後直ちに行います。ただし、入札参加者が

開札に立ち会わない場合は、入札に関係ない公社職員を立ち合わせて開札します。

この場合、異議の申し立てはできません。 

 

（落札者の決定） 

第 11 落札者は、公社の予定価格以上、かつ、最高金額の入札を行った者とします。 

２ 公社の予定価格以上、かつ、最高金額の入札を行った者が 2 以上あるときは、

直ちにくじによって落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者

があるときは、入札に関係ない公社職員に代わりにくじを引かせ決定します。こ

の場合、異議の申し立てはできません。 

 ３ 落札者がある場合は、その者の氏名（名称）及び金額を、落札者がない時はそ

の旨を、入札者に直ちに口頭で公表します。 
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（再入札） 

第 12 開札の結果、最高金額の入札が予定価格に達しない場合で、入札参加者が再度

の入札を希望するときは、直ちに再入札を行います。 

 ２ 第 9(1)、(2)、(4)、(6)、(7)及び(11)から(15)までのいずれかの理由に基づき

無効とされた入札を行った入札参加者は、再入札に参加することができません。 

 ３ 初回入札の時に納めた入札保証金をもって、再入札の入札保証金とみなします。 

 

（入札執行の延期） 

第 13 開札前において、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を

延期し、又は取り止めることがあります。 

 

（入札保証金の返還） 

第 14 入札保証金は、落札者以外の入札参加者には、入札保証金を納めた時に発行し

た預り証と引換えに入札終了後に返還します。 

 ２ 落札者には、契約締結後に入札保証金を返還しますが、落札者の申し出により

第 16 に規定する契約保証金の一部に充当することができます。 

   なお、入札保証金を納めた日からその返還を受ける日までの期間について、利

息を付さないものとします。 

 

（契約の締結） 

第 15 落札者が決定したときは、直ちに落札者に対し、契約の締結について必要な事

項を通知します。 

２ 落札者は、落札の通知を受けてから 14 日以内（土曜日、日曜日、祝日及び 12

月 29 日～1 月 3 日を含む）に契約書を提出しなければなりません。 

  ただし、やむを得ない理由があると公社が認めた場合は、その期日を延長する

ことができます。 

３ 落札者が、前項の期限内に契約書を提出しないときは、その落札の効力を失い

ます。 

４ 前項の場合、入札保証金は公社に帰属し、落札者には返還しません。 

 

（契約保証金） 

第 16 落札者は契約書を提出する時までに、契約保証金として売買代金の 100 分の

10 以上に相当する金額（入札保証金を契約保証金に充当した場合は、その差額と

なる不足額、且つ、円未満切上げ）を、公社が発行する請求書により振込まなけ

ればなりません。（振込手数料は落札者の負担） 

   ただし、やむを得ない理由があると公社が認めた場合は、その期間を延長する

ことができます。 

 ２ 契約保証金は、売買代金支払終了後、落札者に返還しますが、本人の希望によ

り売買代金の一部に充当することができます。なお、契約保証金を支払った日か

らの返還を受ける日までの期間について、利息を付さないものとします。 
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（売買代金の支払い） 

第 17 落札者は、契約締結の日から 30 日以内（土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29

日～1 月 3 日を含む）で公社が指定する期日までに、売買代金（契約保証金を売

買代金に充当した場合は、売買代金から契約保証金を控除した額）を、公社が発

行する請求書により振込まなければなりません。（振込手数料は落札者の負担） 

   ただし、やむを得ない理由があると公社が認めた場合は、その期間を延長する

ことができます。 

 ２ 落札者が前項の売買代金を指定した日までに支払わない場合は、その日の翌日

から支払った日まで売買代金に年利 10.75％の割合を乗じて算出した金額を、落

札者は延滞利息として支払わなければなりません。 

３ 落札者が第 1 項の金額を支払わない場合は、公社は契約を解除することができ

ます。その場合、契約保証金は公社に帰属し、落札者には返還しません。 

 

（所有権移転登記と公租公課） 

第 18 落札した財産の所有権移転登記手続きは、売買代金支払終了後、落札者の申請

により、公社が行います。 

 ２ 所有権移転登記手続きに要する不動産登録免許税及び所有権移転後の公租公

課等は、落札者の負担とします。 

 

（瑕疵担保責任） 

第 19 落札者は、この契約締結後、当該物件に面積の不足その他隠れた瑕疵のあるこ

とを発見しても売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をする

ことはできません。ただし、当該契約が消費者契約法の適用を受ける場合につい

ては、当該物件の引き渡しの日から 2 年間は、売買代金の減額又は補修工事のい

ずれかを請求することができます。 

 

 （入札結果の公表について） 

第 20 入札結果については、入札参加者数、落札の有無、落札金額及び落札者の個人・

法人の別（法人にあっては業種を付記する。）を公表することとなります。なお、

落札金額については、同意を得た上で公表することとなります。 
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収 入 

 

印 紙 

 

静岡県道路公社所有財産売買契約書 

 

 売渡人 静岡県道路公社（以下「甲」という。）と買受人［＊落 札 者］（以下「乙」

という。）とは、次の条項により、静岡県道路公社所有財産の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の原則） 

第 1 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第 2 条 甲は、その所有する次に掲げる物件（以下「当該物件」という。）を乙に売

り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。 

所  在  地 区 分 面積（㎡） 摘 要 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 1 宅 地 757.59  

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 3 宅 地 267.49  

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 4 宅 地 281.74  

（売買代金の額） 

第 3 条 当該物件の売買代金の額は、金 ［＊落 札 金 額］ 円とする。 

（契約保証金） 

第 4 条 乙が売買代金を甲の指定する期日までに支払った場合、甲は乙が既に支払済

みの契約保証金［＊落札金額の 1 割以上の額］を乙に返還しなければならない。た

だし、乙が契約保証金を売買代金の一部に充当するよう甲に申し出たときは、契約

保証金を売買代金の一部に充当することができる。 

2 契約保証金には利子を付さない。 

3 乙が第 5 条第 1 項に規定する義務を履行しないため、第 12 条第 1 項の規定により

甲がこの契約を解除したときは契約保証金は甲に帰属する。 

（売買代金の支払方法） 

第 5 条 乙は、売買代金（前条第 1 項ただし書きの規定により、乙が契約保証金を売

買代金の一部に充当する場合は、充当する契約保証金を売買代金から控除した金

額）を甲が発行する請求書により、平成  年  月  日までに、甲が指定する

金融機関に振り込まなければならない。ただし、乙が甲の指定する期日までに売買

代金を支払いできない特別の事由があり、甲がやむを得ないと認めた場合は、その

期日を必要な期間延長することができる。なお、振込手数料は乙の負担とする。 

 2 乙が前項の売買代金を甲が指定する期日までに支払わなかったときは、その指定
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する期日の翌日から支払った日まで売買代金に年 10.75 パーセントの割合を乗じて

算出した金額を、延滞利息として甲に支払わなければならない。 

（所有権の移転及び登記の嘱託） 

第 6 条 当該物件の所有権は、売買代金を支払終了した日に移転するものとする。 

 2 所有権移転登記は、売買代金支払終了後、乙の請求に基づき甲が所轄法務局に嘱

託して行うものとし、これに要する登録免許税その他の経費は乙の負担とする。 

（当該物件の引渡し） 

第 7 条 甲は、当該物件の所有権が乙に移転した後、甲乙双方が定める日に、その所

在する場所において乙に引き渡すものとする。 

（特則） 

第 8 条 乙は、当該物件を、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和

23 年法律第 122 号）第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風

俗関連特殊営業その他これらに類する業及び暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団の事務所及

び無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第 5

条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供してはならない。 

 2 甲は、前項に規定する事項について必要があると認めるときは当該物件について、

実地を調査し、又は所要の報告を求めることができる。この場合、乙はその調査を

拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。 

（違約金） 

第 9 条 乙が前条第 1 項に規定する義務に違反したときは、乙は売買代金の 3 割に相

当する金額を、違約金として甲に支払わなければならない。 

（公租公課の負担責任） 

第 10 条 所有権移転登記完了後における当該物件の公租公課その他一切の賦課金は、

乙が負担しなければならない。 

（瑕疵担保責任） 

第 11 条 乙はこの契約締結後、当該物件に面積の不足その他隠れた瑕疵のあること

を発見しても売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすること

ができないものとする。ただし、当該契約が消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）

の適用を受ける場合は、甲は、当該物件の引渡しの日から 2 年間、売買代金の減額

又は補修工事のみの責を負うものとする。 

（契約の解除等） 

第 12 条 甲乙いずれか一方がこの契約に違反したときは、その相手方は、いつでも

この契約を解除することができる。 

 2 前項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は当該物件を直ちに現状に

回復し、速やかに甲に返還しなければならない。 

 3 第 1 項の規定により、この契約が解除された場合において、契約違反者がその相

手方に損害を与えたときは、契約違反者は直ちにその損害を賠償しなければならな

い。 

 4 第 4 条に規定する契約保証金及び第 9 条に規定する違約金は、前項に規定する損
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害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

（合意管轄） 

第 13 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とするこ

とに合意する。 

 （定めのない事項の処理） 

第 14 条 この契約に定めのない事項については、法令の定めるところによるものの

ほか、甲乙双方協議の上処理するものとする。 

 

 上記契約の成立を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自

その 1 通を所持する。 

 

平成  年  月  日 

 

               （甲）静 岡 市 葵 区 追 手 町 9 番 18 号 

                  静 岡 県 道 路 公 社 

                  理 事 長  矢  野   弘  典 

 

 

               （乙） 
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承  諾  書 

 

 

 私は、下記公社所有財産（土地）の買受けにつき、物件調書及び現地を確認のうえ、

現況により買受けることを承諾します。 

 

記 

 

所  在  地 区 分 面積（㎡） 摘 要 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 1 宅 地 757.59  

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 3 宅 地 267.49  

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 4 宅 地 281.74  

 

  平成  年  月  日 

 

 

  静岡県道路公社 

   理事長 矢 野  弘 典  様 

 

 

            住     所 

 

            氏     名  

           （名称・代表者名）                印 
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物  件  調  書 

所 在 地 伊豆の国市田京字福間沢 80 番 1、80 番 3、80 番 4 

住 居 表 示  

面 積 
 （実測面積） 

地 目 
 土地の 

形 状 
やや不整形 

1,306.82 ㎡ （登記面積） 宅地 

接面道路の幅員、種

別 、 状 況 等 

西側で幅員約 4.5m 舗装市道「大 3021 号線」、東側で幅員約 4m 舗装市道「大 3024 号線」に接面（別

紙明細図（公図写）参照） 

私道の負担等に関す

る 事 項 
 

法
令
に
基
づ
く
制
限
の
概
要 

都 市 計 画 区 域 市街化区域 用 途 地 域 第一種住居地域 

建 ぺ い 率 60％ 

容 積 率 200％ 

高 さ の 制 限 

道 路 斜 線 制 限 無 ・ 有 隣 地 斜 線 制 限   無 ・ 有 

北 側 斜 線 制 限   無 ・ 有 絶 対 高 さ 制 限   無 ・ 有 

日影による中高層の建築物の制限   無 ・ 有 

外 壁 後 退   無 ・ 有 防 火 線 の 制 限   無 ・ 有 

準 防 火 地 域   無 ・ 有 防 火 地 域   無 ・ 有 

そ の 他 建築基準法第 22 条区域 

※ 各制限内容の詳細は、関係市町村の建築確認担当課にお問い合わせください。 

供給処理施設の状況  事 業 所 名 電話番号 

電気  無・引込可・有 東京電力（株）沼津ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ 0120-37-5105 

上水道  無・引込可・有 伊豆の国市大仁支所（都市整備課） 0558-76-8005 

下水道  無・引込可・有 伊豆の国市伊豆長岡支所（上下水道課） 055-948-2911 

都市ガス  無・引込可・有   

※ 引込み費用等の詳細は、上記事業所にお問い合わせください。 

交 通 機 関 

（ 直 線 距 離 ） 

バ ス 中伊豆東海バス 広瀬公園停留所：物件の南方約 110m 

鉄 道 伊豆箱根鉄道駿豆線 田京駅：物件の北西方約 560m 

公 共 施 設 

（ 直 線 距 離 ） 

市 役 所 伊豆の国市大仁支所：物件の北西方約 530m 

小 学 校 大仁小学校：物件の南方約 150m 

中 学 校 大仁中学校：物件の南東方約 1.1km 

◎参考資料（物件の状況、法令上の制限等に関する特記事項） 

 １ 上水道：西側接面市道「大 3021 号線」に口径 75mm の本管が埋設されています。 

 ２ 下水道：西側接面市道「大 3021 号線」に口径 200mm の本管が埋設されています。 

 ３ 本物件内に、東京電力電柱 1 本及び NTT 西日本電話柱 2 本が設置されています。 
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西側から見た写真 

（大 3021 号線側） 
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東側から見た写真 

（大 3024 号線側） 
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一般競争入札（公社所有財産売払い）参加申込書 

 

平成  年  月  日 

 

 静岡県道路公社 

  理事長 矢 野  弘 典  様 

 

申込人 住   所 

               氏   名                印 

               （名称・代表者名） 

               電 話 番 号 

 

 

 一般競争入札（公社所有財産売払い）に参加したいので、現況及び物件調書を確認

のうえ、入札参加を申し込みます。 

 

記 

 

入札番号 入札対象財産 地   目 面積（㎡） 

1 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 1 宅地 757 59 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 3 宅地 267 49 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 4 宅地 281 74 

合  計 1,306 82 

   

  ※ 申込人の住民票（外国人の場合は外国人登録済証明書、法人（会社）の場合

は法人（商業）登記簿謄本）を必ず添付してください。 
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入  札  書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 静岡県道路公社 

  理事長 矢 野  弘 典  様 

 

入札者 住   所 

               氏   名                印 

               （名称・代表者名） 

 

               代理人氏名                印 

 

 下記財産について、入札参加心得書記載事項を承知の上、下記の金額で買い受けた

いので、申し込みます。 

 

記 

 

入札金額 

十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

          

 

 

 買受を希望する財産 

入札番号 入札対象財産 地   目 面積（㎡） 

1 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 1 宅地 757 59 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 3 宅地 267 49 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 4 宅地 281 74 

合  計 1,306 82 

 （注）1 記入には、黒インクの万年筆又はボールペンを使用し、金額は算用数字

で記入し、最初の数字の前に「金」又は「￥」を記入すること。 

        2 入札金額の訂正は行わないこと。 

        3 代理人による入札の場合は、代理人の記名押印をすること。 
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委  任  状 

 

 

 私は、下記財産の買い受けについて、                印 を 

代理人と定め、入札に関する一切の権限を委任いたします。 

 

記 

 

入札番号 入札対象財産 地   目 面積（㎡） 

1 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 1 宅地 757 59 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 3 宅地 267 49 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 4 宅地 281 74 

合  計 1,306 82 

 

 

  平成  年  月  日 

 

 静岡県道路公社 

  理事長 矢 野  弘 典  様 

 

 住   所 

 

               氏   名                印 

               （名称・代表者名） 
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見   積   書 

（入札不調財産買受け用） 

 

平成  年  月  日 

 

 静岡県道路公社 

  理事長 矢 野  弘 典  様 

 

見積者 住   所 

               氏   名                印 

               （名称・代表者名） 

 

 下記財産について、下記の金額で買い受けたいので、申し込みます。 

 

記 

 

見積金額 

十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

          

 

 

 買受を希望する財産 

入札番号 入札対象財産 地   目 面積（㎡） 

1 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 1 宅地 757 59 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 3 宅地 267 49 

伊豆の国市田京字福間沢 80 番 4 宅地 281 74 

合  計 1,306 82 

 （注）1 記入には、黒インクの万年筆又はボールペンを使用し、金額は算用数字

で記入し、最初の数字の前に「金」又は「￥」を記入すること。 

        2 見積金額の訂正は行わないこと。 

 

  ※ 見積者の住民票（外国人の場合は外国人登録済証明書、法人（会社）の場合

は法人（商業）登記簿謄本）を必ず添付してください。 
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